
 

一

 
 

 

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

〇 
ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
及
び
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
） 

第
二
十
六
条 

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会

（
昭
和
二
年
八
月
八
日
に
財
団
法
人
大
日
本
体
育
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立

さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
国
及
び
開
催
地
の
都
道
府
県
が
共
同

し
て
開
催
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
開
催
者
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
選
出

さ
れ
た
選
手
が
参
加
し
て
総
合
的
に
運
動
競
技
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
障
が
い
者
ス
ポ
ー

ツ
協
会
（
昭
和
四
十
年
五
月
二
十
四
日
に
財
団
法
人
日
本
身
体
障
害
者
ス
ポ

ー
ツ
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
国
及

び
開
催
地
の
都
道
府
県
が
共
同
し
て
開
催
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
開
催

者
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
選
手
が
参
加
し
て
総
合
的
に
運
動
競

技
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

国
は
、
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
及
び
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
円
滑
な

実
施
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
開
催
者
で
あ
る
公
益
財
団
法
人

日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
又
は
公
益
財
団
法
人
日
本
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
及

び
開
催
地
の
都
道
府
県
に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
国
際
競
技
大
会
の
招
致
又
は
開
催
の
支
援
等
） 

 

（
国
民
体
育
大
会
及
び
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
） 

第
二
十
六
条 

国
民
体
育
大
会
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
体
育
協
会
（
昭
和
二

年
八
月
八
日
に
財
団
法
人
大
日
本
体
育
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法

人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
国
及
び
開
催
地
の
都
道
府
県
が
共
同
し
て
開
催

す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
開
催
者
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
選

手
が
参
加
し
て
総
合
的
に
運
動
競
技
を
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は
、
財
団
法
人
日
本
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会

（
昭
和
四
十
年
五
月
二
十
四
日
に
財
団
法
人
日
本
身
体
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協

会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
国
及
び
開
催

地
の
都
道
府
県
が
共
同
し
て
開
催
す
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
の
開
催
者
が
定

め
る
方
法
に
よ
り
選
出
さ
れ
た
選
手
が
参
加
し
て
総
合
的
に
運
動
競
技
を
す

る
も
の
と
す
る
。 

３ 

国
は
、
国
民
体
育
大
会
及
び
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
円
滑
な
実
施

及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
開
催
者
で
あ
る
公
益
財
団
法
人
日
本

体
育
協
会
又
は
財
団
法
人
日
本
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
及
び
開
催
地
の
都
道

府
県
に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

  

（
国
際
競
技
大
会
の
招
致
又
は
開
催
の
支
援
等
） 



  

二

第
二
十
七
条 

（
略
） 

２ 
国
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
平
成
元
年
八
月
七

日
に
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法

人
を
い
う
。
）
、
公
益
財
団
法
人
日
本
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
そ
の
他
の
ス

ポ
ー
ツ
団
体
が
行
う
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
事
業
に

関
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
ス
ポ
ー
ツ
団
体
と
の
緊

密
な
連
絡
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
国
の
補
助
） 

第
三
十
三
条 

国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部

を
補
助
す
る
。 

 

一 

国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
及
び
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
実
施
及
び
運

営
に
要
す
る
経
費
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
開
催
地
の
都
道
府
県
に
お
い
て

要
す
る
も
の 

 

二 

（
略
） 

２
・
３ 

（
略
） 

 

第
二
十
七
条 

（
同
上
） 

２ 

国
は
、
公
益
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
（
平
成
元
年
八
月
七

日
に
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法

人
を
い
う
。
）
、
財
団
法
人
日
本
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ

団
体
が
行
う
国
際
的
な
規
模
の
ス
ポ
ー
ツ
の
振
興
の
た
め
の
事
業
に
関
し
必

要
な
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
当
該
ス
ポ
ー
ツ
団
体
と
の
緊
密
な
連

絡
を
図
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
国
の
補
助
） 

第
三
十
三
条 

国
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、

政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
経
費
に
つ
い
て
、
そ
の
一
部

を
補
助
す
る
。 

 

一 

国
民
体
育
大
会
及
び
全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
実
施
及
び
運
営
に

要
す
る
経
費
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
開
催
地
の
都
道
府
県
に
お
い
て
要
す
る

も
の 

 

二 

（
同
上
） 

２
・
３ 

（
同
上
） 

 

 
 

  
 



 

三

〇 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）（
抄
）（
附
則
第
二
項
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 

正 

案 

現 
 

 

行 

 

（
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
の
場
合
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
非
課
税
） 

第
七
十
五
条
の
三 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る

ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
対
し
て
は
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

 

一 

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
ゴ
ル
フ
競
技
に
参
加
す
る
選

手
が
当
該
国
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
ゴ
ル
フ
競
技
と
し
て
ゴ
ル
フ
を
行
う
場

合
（
道
府
県
知
事
又
は
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
そ
の
旨
を
証
明
す
る
場

合
に
限
る
。
）
の
当
該
ゴ
ル
フ
場
の
利
用 

 

二 

（
略
） 

 

 

（
国
民
体
育
大
会
等
の
場
合
に
お
け
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
非
課
税
） 

第
七
十
五
条
の
三 

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る

ゴ
ル
フ
場
の
利
用
に
対
し
て
は
、
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
。 

 

一 

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
第
二
十
六
条

第
一
項
に
規
定
す
る
国
民
体
育
大
会
の
ゴ
ル
フ
競
技
に
参
加
す
る
選
手
が

当
該
国
民
体
育
大
会
の
ゴ
ル
フ
競
技
と
し
て
ゴ
ル
フ
を
行
う
場
合
（
道
府

県
知
事
又
は
道
府
県
の
教
育
委
員
会
が
そ
の
旨
を
証
明
す
る
場
合
に
限

る
。
）
の
当
該
ゴ
ル
フ
場
の
利
用 

 

二 

（
同
上
） 

 

  


